
様式２　全国規制改革及び民間開放要望書

要望
管理番
号

要望事
項管理
番号

分割補
助番号

グルー
プ化番
号

管理
コード

所管省
庁等

該当法令 制度の現状
措置の
分類

措置の
内容

措置の概要（対応策） その他 要望主体
要望
事項
番号

要望
種別
（規
制改
革A/

要望事項
（事項名）

具体的
要望内容

具体的事業の
実施内容

要望理由 根拠法令等
その他

（特記事項）

5022A 5022001 z01001

内閣官
房、人事
院、内閣
府、公正
取引委員
会、警察
庁、防衛
庁、金融
庁、総務
省、法務
省、外務
省、財務
省、文部
科学省、
厚生労働
省、農林
水産省、
経済産業
省、国土
交通省、
環境省

民法第４６
６条第２項

契約当事者が反対の意思表示
をした場合には、債権譲渡を行
うことが出来ない。（民第４６６条

第２項）

ｄ
平成１７年１月から、債権譲渡対象を特定

目的会社等に拡大している。

社団法人 第
二地方銀行協

会
1 A

国・地公体等の公的機関
向け金銭債権の譲渡禁
止特約の適用除外（譲渡
先が金融機関の場合）

民間企業の国・地公体等公的機関向け金
銭債権については、売買契約・請負契約
上、譲渡先が金融機関の場合は債権譲渡
禁止特約の適用除外とすることを統一化す

る。

  国・地公体等の公的機関に対する金銭債権
には譲渡禁止特約が付いていることが多く、
中小企業の資金調達のために売掛債権担保
融資を行うに当たり、承諾等に係る事務手続
きや時間を要することから、中小企業の円滑
かつ機動的な資金調達を阻害している。

5054A 5054050 z01002

内閣官
房、警
察庁、
法務
省、厚
生労働
省、国
土交通
省、

・テロの未然防
止に関する行
動計画（平成１
６年１２月１０日
国際組織犯罪
等・国際テロ対
策推進本部決

定）
・旅館業法施行
規則（昭和２３
年厚生省令第２
８号）第４条の２
・旅館業法施行
規則の一部を
改正する省令
の施行につい
て（平成１７年２
月９日付け健発
第0209001号厚
生労働省健康
局長通知）
・旅館業法施行
規則の一部を
改正する省令
の施行に関す
る留意事項に
ついて（平成１７
年２月９日付け
健衛発第

0209004号厚生
労働省健康局
生活衛生課長
通知）

・旅館業の経営者は、宿泊者が
日本国内に住所を有しない外国
人である場合には、その者の国
籍及び旅券番号を宿泊者名簿
に記載しなければならない。
・氏名及び旅券番号等を宿泊者
名簿に記載する際には、当該宿
泊者に対し、旅券の呈示を求め
るとともに、その写しを宿泊者名
簿とともに保存することとする。

c Ⅳ

外国人宿泊者に係る旅券の写しの保存の
指導については，「テロの未然防止に関す
る行動計画（平成１６年１２月１０日国際組
織犯罪等・国際テロ対策推進本部決定）」を
踏まえ，外国人宿泊者に係る宿泊者名簿
の記載事項の正確性を担保することによっ
て関係行政機関による外国人テロリストに
関する正確かつ迅速な情報収集や追跡調
査等に支障を来さないようにすることを目的

として措置したもの。
　要望内容にある，旅行会社等から入手す
る国籍及び旅券番号等を記載した団体旅
行者名簿による確認による代替について
は，旅行会社等から入手する名簿の内容
が正確であるという保証は必ずしもなく，こ
れをもって外国人団体ツアーの場合におい
て旅券の写しの保存の省略を認めること
は，テロに対する国民の安全等を確保する
という当該措置の趣旨・目的と照らし合わせ

ると，困難である。
　なお，前回要望時に回答したとおり，事前
に、旅行会社において団体旅行客の旅券
の写しを取り，これを旅館・ホテルに送付
し，当該旅館・ホテルにおいてこの写しと旅
行客が呈示する旅券との照合確認を行うこ

（社）日本経済
団体連合会

50 A
旅館・ホテルにおける外
国人宿泊者の旅券写し
の取得・保存の見直し

　外国人宿泊者に係る旅券の写しの取得・
保存を省略できるようにすべきである。

　旅館・ホテルが旅行会社等から国籍及び旅
券番号等を記載した団体旅行者名簿を予め
入手できる外国人団体旅行者に関しては、同
名簿と提示を求めた旅券を照合することで宿
泊者名簿に記載する氏名および旅券番号等
の正確性を確保できる。少なくとも他の方法に
よって正確性を確保できる場合は、旅館・ホテ
ルの現場における混乱の発生をできる限り回
避するよう、旅券写しの取得・保存の省略を認
めるべきである。「『全国規模の規制改革・民
間開放要望』に対する各省庁からの再回答に
ついて（平成18年8月14日）」では、「テロに対
する国民の安全等を確保するための施策の1
つとして、その必要性が高いから、これを廃止
することは困難である」とされており、本要望
は、当該措置の廃止ではなく、運用の改善を
求めているものであり、この点に留意した回答

を求めたい。

テロの未然防止
に関する行動計
画（平成16年12
月10日国際組織
犯罪等・国際テロ
対策本部決定）
旅館業法施行規
則第4条の2
旅館業法施行規
則の一部を改正
する省令の施行
について（平成17
年2月9日厚生労
働省健康局長通
達）旅館業法施行
規則の一部を改
正する省令の施
行に関する留意
事項について（平
成17年2月9日厚
生労働省健康局
生活衛生課長通

達）

「テロの未然防止に関する行動
計画（平成16年12月10日国際
組織犯罪等・国際テロ対策本部
決定）」に基づき、旅館業法施
行規則（昭和23年厚生省令第
28号）が改正され､2005年4月1
日より、旅館・ホテルの宿泊者
名簿に外国人宿泊客の国籍な
らびに旅券番号の記載が義務
づけられるようになった｡併せ
て､厚生労働省健康局長通達に
より､当該外国人宿泊者の旅券
のコピーをとり､宿泊者名簿とと
もに保存するよう指導されてい

る。

5054A 5054073 z01003

内閣官
房、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

-
内閣官房は制度所管官庁では

ない。
- -

現在、「外国人の在留管理に関するワーキ
ンググループ」において、外国人の在留に
関する情報を正確に把握し、総合的に管理
する仕組みの構築に向けた検討を行ってお
り、これについては、平成18年度中に結論

を得ることとされている。

（社）日本経済
団体連合会

73 A
高度人材に対する在留
期間の長期化

　一般の専門的・技術的分野の外国人労働
者について、わが国経済社会の様々な分
野で活躍する（あるいは活躍が期待されて
いる）「高度人材」の受入れをより一層促進
すべく、在留期間を5年に伸長するよう、法
制上の措置を含め必要な対策を早急に講

じるべきである。

　専門的・技術的分野の中でも、在留資格「投
資・経営」等の「高度人材」については、現行
の在留期間（3年又は1年）終了までに更新の
手続きを行う制度に代えて、一定の報告義務
等を課し資格外活動等を行っていないことを
証明すること等の手続きを導入することによ
り、不法就労等の問題の発生を防止すること
ができる一方、問題のない「高度人材」の身分
の安定性は大いに高まると考えられる。
　その他「高度人材」に含まれない一般の専
門的・技術的分野の在留資格者や、身分又は
地位に基づく在留資格者などの在留外国人に
ついては、就労状態、居住状態、社会保険の
加入状況、子供の就学状況等を総合的に把
握・管理する仕組みを検討し、在留期間の伸
長も含め、内閣官房の「在留管理に関する
ワーキングチーム」等において、可及的速や
かに結論を得べく、検討を加速化すべきであ

る。

出入国管理及び
難民認定法第2条
の2第3項

出入国管理及び
難民認定法施行
規則別表第2

出入国管理及び難民認定法で
は、現在、一度の許可で与えられ
る在留期間は、「外交」、「公用」及
び「永住者」を除き最長3年となって

いる。
　2005年3月29日に策定された『第
三次出入国管理基本計画』では、
専門的・技術的分野の外国人の中
でも「高度人材」をより積極的に受
け入れる姿勢を示し、「経済、文化
等様々な面で我が国に貢献してい
る高度人材に対しては、1回の許可
でより長期間の在留期間を決定す
ることとし、安定的に我が国で活動
しやすい方策を構築する必要性が
指摘されている」として、「在留期間
を伸長しても不法就労等の問題を
発生させない仕組みを確立するこ
とを前提に、高度人材の在留期間
の伸長を図っていく。また、併せて
高度人材に含まれない専門的、技
術的分野の在留資格に係る在留
期間の伸長についても検討してい

く。」としている。
　これを受けて、内閣官房「外国人
の在留管理に関するワーキング
チーム」や経済財政諮問会議等に
おける検討を経て、一定の研究者
やIT技術者について、所属先に一
定の条件を付した上で、在留期間
の上限を5年に伸長する措置が講

5062A 5062002 z01004

内閣官
房、警
察庁、
法務
省、文
部科学
省、厚
生労働
省、

-
内閣官房は制度所管官庁では

ない。
- -

現在、「外国人の在留管理に関するワーキ
ンググループ」において、外国人の在留に
関する情報を正確に把握し、総合的に管理
する仕組みの構築に向けた検討を行ってお
り、これについては、平成18年度中に結論

を得ることとされている。

日本商工会議
所

2 A

外国人労働者の受入れ
拡大

②わが国で不足が予想
される分野の人材

今後、労働力不足が予想される製造、林
業、観光、福祉など、わが国の経済社会や
国民生活にとって不可欠な産業分野におい
て、一定の管理の下に労働者を受け入れる
制度を創設されたい。仮に、すぐさま全国一
律の制度として導入することが著しく困難で
あるならば、まずは構造改革特区制度を利
用し、台湾方式による受け入れ制度の導入

を検討されたい。

国際競争の激化および少子高齢化の急速な
進展の中で、わが国の経済・産業を活性化さ
せ、持続的な成長を維持していくために、外国
人労働者の受け入れは重要な戦略のひとつ
であり、特に、左記の事項に重点的に取組ん

でいただきたい。

出入国管理及び
難民認定法
出入国管理及び
難民認定法施行

規則
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5079A 5079012 z01005

内閣官
房、警
察庁、
総務
省、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

-
内閣官房は制度所管官庁では

ない。
- -

現在、「外国人の在留管理に関するワーキ
ンググループ」において、外国人の在留に
関する情報を正確に把握し、総合的に管理
する仕組みの構築に向けた検討を行ってお
り、これについては、平成18年度中に結論

を得ることとされている。

外国人集住都
市会議　座長
四日市市長
井上哲夫

12 A

外国人登録制度の改
善、国・自治体における
外国人に関する情報の

共有

外国人登録制度における登録内容と実態
の乖離を是正するために、外国人登録制度
を住民基本台帳制度に一元化すべきであ

る。
現在、内閣官房「外国人の在留管理に関す
るワーキングチーム」でも検討が進められ
ているが、出入国管理、地方税、社会保
険、教育などに関する情報を地方公共団体
のデータベースに登録し、関係省庁や他の
自治体に対して当該データベースよりデー
タを提供すること、その際はデータ保護に万
全を尽くすことなどを法令に定めるべきであ

る。

現状では、外国人登録の内容と居住実態との
乖離が大きくなっているほか、世帯単位での
捕捉ができない、職権によるデータの消除が
できないといった、住民登録と外国人登録の
制度のずれが市町村における住民の実態把
握を行政サービスの提供を困難にしている。
地方自治法第10条における「外国人も日本人
も同じ権利・義務を有する住民である」という
規定に基づけば、外国人登録制度は、住民基
本台帳制度に一元化させるべきである。
また、外国人登録は出入国管理制度の一部
であるという現行法令の捉え方よりは、むし
ろ、市町村がその住民の地位に関する正確な
記録を常に整備しなければならない、とする地
方自治法第13条の２の考え方に拠るべきであ

る。

地方自治法、住
民基本台帳法、
地方税法、地方
財政法、外国人
登録法、国民健
康保険法、国民
年金法、学校教

育法

5079A 5079013 z01006

内閣官
房、警
察庁、
総務
省、法
務省、
文部科
学省、
厚生労
働省、

-
内閣官房は制度所管官庁では

ない。
- -

現在、「外国人の在留管理に関するワーキ
ンググループ」において、外国人の在留に
関する情報を正確に把握し、総合的に管理
する仕組みの構築に向けた検討を行ってお
り、これについては、平成18年度中に結論
を得ることとされている。また、外国人労働
者問題関係省庁連絡会議において、外国
人の教育の充実その他「生活者としての外
国人」問題について、政府としての総合的
対策を取りまとめるべく検討しているところ

（平成１８年内）。

外国人集住都
市会議　座長
四日市市長
井上哲夫

13 A

在留資格の変更、在留
期間の更新および永住
者の在留資格への変更
の際の在留管理の適正

化

在留資格の変更又は在留期間の更新並び
に「永住者」の在留資格への変更に当たっ
ては、①外国人が就労している場合、雇用・
労働条件に法令違反がなく、社会保険に加
入していること、②国税及び地方税の滞納
がないこと、③学齢期の子どもがある場合
その子どもが就学していること、④在留資
格によっては日本語能力の程度、などを審
査に当たっての積極要素とし、それらの実
施状況を正確に把握できる体制を整える。
　これらの実施が不十分又は法令違反があ
る場合、在留資格の変更又は在留期間の
更新並びに「永住者」への在留資格への変
更を留保し、市区町村や関係機関と連携し

て、その是正を図る。
　子どもの就学や日本語能力の程度を審査
項目に加える場合、すでに日本に在留して
いる外国人に、子どもの就学の機会や、本
人の日本語学習機会を十分に提供するた
めに、国の責任において必要な環境を早急

に整備する。

日本に在留する外国人の権利を保障し、同時
に義務の履行を図ることは、多文化共生社会
を形成するために欠かすことのできない条件

である。
　しかし、国内に合法的に在留していながら、
社会保険加入、国税及び地方税の納入など
の義務を十分に果たしていない場合がある。
学齢期の子どもの就学を保障することは、保
護者や受入れ国にとって義務的なものであ
り、これも十分に果たされていない。また、「永
住者」の在留資格を取得した外国人が、社会
保険に加入していない場合も少なくないうえ、
地方税の滞納についてもチェックされていな

い。
さらに、日本語が不十分な場合、日本の各地
域社会において、住民と共に幸せに暮らすこ
とが困難になっており、在留資格によっては、
日本語能力を証明することも必要であると考

えられる。
　現在、内閣官房「外国人労働者問題関係省
庁連絡会議」で検討されているが、在留資格
の変更・更新及び「永住者」の在留資格への
変更にあたって、法務省出入国管理局と市区
町村及び関係行政機関は、地方公共団体に
おけるデータベースの構築などを通じて効果
的かつ効率的に連携することが必要である。

出入国管理及び
難民認定法第20
条、21条及び22
条、永住許可に
関するガイドライ
ン（法務省入国管
理局平成18年3
月31日）、地方自
治法第10条第２

項

【規制の現状】在留資格の変更
又は在留期間の更新を受けよう
とする外国人は、法務大臣にこ
れを申請することができ、法務
大臣は、当該外国人の提出した
文書に基づいて、在留資格の
変更を適当と認めるに足りる相
当の理由があるときに限り、こ
れを許可することができる。ま
た、在留する外国人が、「永住
者」の在留資格への変更（特別
永住者を除く）を希望する場合、
法務大臣は、①素行が善良で
あること及び②独立の生計を営
むに足りる資産又は技能を有す
ること並びにその者の永住が日
本国の利益に合すると認めたと
きに限り、これを許可することが
できる。なお、①素行が善良で
あることを証明するために、国
税の納付証明書の提出が義務

付けられている。


